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規

則

(

第
四
十
九
号)

○
福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

障
害
者
福
祉
課)

一

再

掲

○
福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

五
二

○
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課)

五
二

福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
細
則

(

平
成
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
目
次
中

｢

付
表
一

居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護
・
行
動
援
護
事
業
所
等
の

第
二
条

を

指
定
に
係
る
記
載
事
項

｣

｢

付
表
一

居
宅
介
護
・
重
度
訪
問
介
護
・
行
動
援
護
事
業
所
等
の

第
二
条

指
定
に
係
る
記
載
事
項

付
表
一
―
二

居
宅
介
護
等
を
事
業
所
所
在
地
以
外
の
場
所
で
一
部
実

第
二
条

に
、

施
す
る
場
合
の
記
載
事
項

｣

｢

別
紙
一

介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
そ

第
二
条

を

の
一
・
そ
の
二

｣

｢

別
紙
一

介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
そ

第
二
条

に
、

の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三
・
そ
の
四

｣

｢

別
紙
二
―
二

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

(

児
童

第
二
条

デ
イ
サ
ー
ビ
ス)

を

別
紙
三

視
覚
障
害
者
又
は
言
語
聴
覚
障
害
者
の
状
況

第
二
条｣

｢

別
紙
二
―
二

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

(

障
害

第
二
条

者
支
援
施
設)

そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三

別
紙
二
―
三

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

(

児
童

第
二
条

に
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス)

別
紙
三

視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚
言
語
障
害
者
の
状
況

第
二
条｣

｢

別
紙
五

障
害
基
礎
年
金
受
給
の
状
況

第
二
条

別
紙
六

就
労
移
行
の
状
況

第
二
条

別
紙
七

食
事
提
供
体
制
加
算
及
び
栄
養
管
理
体
制
加
算
に
係
る

第
二
条

を

体
制

｣

｢

別
紙
五

障
害
基
礎
年
金
の
状
況

第
二
条

別
紙
六

就
労
移
行
の
状
況
そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の
三

第
二
条

に
、

別
紙
七

食
事
提
供
に
係
る
体
制

第
二
条｣

｢

別
紙
十
四

目
標
工
賃
、
工
賃
実
績
報
告

第
二
条｣

を

｢

別
紙
十
四

目
標
工
賃
、
工
賃
実
績
報
告
そ
の
一
・
そ
の
二
・
そ
の

第
二
条

三

別
紙
十
五

特
定
事
業
所
加
算
に
係
る
届
出
書
そ
の
一
・
そ
の
二
・

第
二
条

そ
の
三
・
そ
の
四

別
紙
十
六

人
員
配
置
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
七

福
祉
専
門
職
員
配
置
等
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
十
八

栄
養
士
配
置
加
算
及
び
栄
養
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
に
関

第
二
条

す
る
届
出
書

に
改
め
る
。

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
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別
紙
十
九

夜
勤
職
員
配
置
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十

夜
間
看
護
体
制
加
算
に
関
す
る
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十
一

地
域
移
行
支
援
体
制
強
化
加
算
及
び
通
勤
者
生
活
支
援

第
二
条

加
算
に
係
る
体
制

別
紙
二
十
二

夜
間
防
災
体
制
加
算
届
出
書

第
二
条

別
紙
二
十
三

実
務
経
験
及
び
研
修
証
明
書

第
二
条

別
紙
二
十
四

目
標
工
賃
達
成
指
導
員
対
象
施
設
の
配
置
状
況

第
二
条

別
紙
二
十
五

心
的
外
傷
の
た
め
の
心
理
療
法
を
必
要
と
す
る
障
害
児

第
二
条｣

様
式
第
一
号
付
表
一
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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付表１－２
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様
式
第
一
号
別
紙
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � �����������	 
�	 ���� ��� �



� � � � �����������	 
�	 ���� ����

別紙１ その１

１　児童デイサービスⅠ
２　児童デイサービスⅡ

児童デイサービス
１　10人以下
２　11人以上20人以下
３　21人以上

指導員加配加算

療養介護

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

１ Ⅰ型(1.7:1)
２ Ⅱ型(2:1)
３ Ⅲ型(2.5:1)
４ Ⅳ型(3:1)
５ Ⅴ型(3.5:1)
６ Ⅵ型(4:1)
７ Ⅶ型(4.5:1)
８ Ⅷ型(5:1)
９ Ⅸ型(5.5:1)
10 Ⅹ型(6:1)

特別対策激変緩和加算対象

重度障害者支援Ⅱ体制施設入所支援

短期入所

共同生活介護

生活介護 　

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

視覚・聴覚等支援体制 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等

定員超過

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　Ⅰ　３　Ⅱ　４　Ⅲ特定事業所

特定事業所

施設区分

１  Ⅰ型(4:1)
２  Ⅱ型(5:1)
３  Ⅲ型(6:1)

特別対策激変緩和加算対象

１　40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上

夜勤職員配置体制

定員超過

夜間看護体制

地域生活移行個別支援

重度障害者支援体制

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位保障単位数

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

自立生活支援体制 　１　なし　　２　あり

栄養士配置 １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

単独型加算

職員欠如

食事提供体制

職員欠如 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数

　１　なし　　２　あり

職員欠如 　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

１　なし　　２　定員8人以上　３　定員21人以上

栄養士配置

重度障害者支援Ⅰ体制

職員欠如 　１　なし　　２　あり

大規模住居

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

経過的給付 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

定員超過 　１　なし　　２　あり

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

　１　なし　　２　あり

施設区分

　１　なし　　２　あり

　１　福祉型　　２　医療型

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

職員欠如

定員超過

福祉専門職員配置等

各サービス共通 地域区分

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス 定員規模 人員配置区分 その他該当する体制等
適用開始日

定員数

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

定員超過 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　Ⅰ　３　Ⅱ　４　Ⅲ

職員欠如 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　Ⅰ　３　Ⅱ　４　Ⅲ

送迎体制 　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象

地域生活移行個別支援 　１　なし　　２　あり

夜間支援体制 　１　なし　　２　あり（対象利用者数　　　人）　

小規模定員加算対象（注4） 　１　なし　　２　あり

居宅介護

重度訪問介護

行動援護

福祉専門職員配置等

１　40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上

１　Ⅰ型
２　Ⅱ型
３　Ⅲ型
４　Ⅳ型
５　Ⅴ型

特定事業所
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別紙１ その２

注　   網掛けは、報酬改定により新たに追加された項目です。

注１　「人員配置区分」欄には、報酬算定上の区分を記載してください。

注２　「地域区分」欄には、①特別区、②特甲地、③甲地、④乙地、⑤丙地のいずれか該当する区分を記載してください。

注３　「福祉専門職員配置等」欄について、福祉専門職配置等加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）の要件を満たす事業所は「２あり」を設定する

注４　「小規模定員加算対象」欄については施設入所において加算として算定しないので、当該項目は「１なし」を必ず設定する。

共同生活援助

訓
練
等
給
付

１  Ⅲ型(6:1)
２　Ⅳ型(10:1)
３  Ⅰ型(4:1)
４  Ⅱ型(5:1)

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

１ Ⅰ型(7.5:1)
２ Ⅱ型(10:1)

相談支援事業

夜間防災体制 　１　なし　　２　あり（対象利用者数　　　人）　

特定事業所

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

経過的居宅介護利用型 　１　非該当　２　該当

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

視覚障害機能訓練専門
職員配置 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１ Ａ型　２ Ｂ型

　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象

職員欠如

短期滞在

訪問訓練

食事提供体制

地域生活移行個別支援

保障単位数

食事提供体制

施設区分

標準期間超過

地域移行支援体制強化

標準期間超過

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

定員超過

　１　なし　　２　あり

施設区分 １　機能訓練　　２　生活訓練　　３　生活訓練（宿泊型）

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算

　１　なし　　２　宿直体制　　３　夜勤体制

定員超過 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　３　あり

　１　なし　　２　あり

視覚・聴覚等支援体制

施設区分

通勤者生活支援

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

職員欠如 　１　なし　　２　あり

目標工賃達成指導員配置 　１　なし　　２　あり

重度者支援体制

視覚・聴覚等支援体制

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

福祉専門職員配置等 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

目標工賃達成 　１　なし　　２　Ⅰ型　３　Ⅱ型

定員超過

就労移行支援体制

就労継続支援

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

自立訓練

就労移行支援

１　21人以上40人以下
２　41人以上60人以下
３　61人以上80人以下
４　81人以上
５　20人以下

各サービス共通

定員数提供サービス 定員規模
適用開始日

その他該当する体制等

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　一般型　　２　資格取得型

　１　なし　　２　あり

精神障害者退院支援施設 　１　なし　　２　宿直体制　　３　夜勤体制

就労継続A型利用者負担減免 　１　なし　　２　減額（　　　　円）　　３　免除

就労支援関係研修修了

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり地域生活移行個別支援

職員欠如

大規模住居 １　なし　　２　定員8人以上　３　定員21人以上

特別対策激変緩和加算対象

保障単位数

福祉専門職員配置等

自立生活支援

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等

地域区分

人員配置区分

職員欠如

　１　なし　　２　あり

就労移行支援体制

１　なし
２　定着率が５分以上１割５分未満
３　定着率が１割５分以上２割５分未満
４　定着率が２割５分以上３割５分未満
５　定着率が３割５分以上４割５分未満
６　定着率が４割５分以上

保障単位数

視覚・聴覚等支援体制 　１　なし　　２　あり

精神障害者退院支援施設 　１　なし　　２　宿直体制　　３　夜勤体制

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり



様
式
第
一
号
別
紙
一
の
次
に
次
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重度重複障害者加算

定員超過 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

常勤医師配置 　１　なし　　２　あり

介護給付費（旧法施設支援）の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス 定員規模 その他該当する体制等
適用開始日

定員数

各サービス共通 地域区分

栄養士配置（注４） １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

定員超過

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

看護師加算 　１　なし　　２　あり

神経内科医配置

１　40人以下
２　41 人以上60 人以下
３　61 人以上90 人以下
４　91 人以上

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり食事提供体制

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象

定員超過

重度重複障害者加算

特別対策激変緩和加算対象

（　　　　　　　　）単位

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１　4 人
２　5 人以上10 人以下
３　11 人以上20 人以下

旧身体障害者授産施設支援（入所）

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

定員超過１　20 人
２　21 人以上40 人以下
３　41 人以上60 人以下
４　61 人以上

旧身体障害者更生施設支援（入所）

旧身体障害者更生施設支援（通所）

旧身体障害者療護施設支援（入所）

旧身体障害者療護施設支援（通所）

旧身体障害者授産施設支援（通所）

１　10 人
２　11 人以上20 人以下
３　30 人以上40 人以下
４　41 人以上60 人以下
５　61 人以上90 人以下
６　91 人以上

１　40人以下
２　41 人以上60 人以下
３　61 人以上90 人以下
４　91 人以上

視覚･聴覚言語障害者支援体制 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５）

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

食事提供体制

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

視覚･聴覚言語障害者支援体制

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

定員超過

　１　なし　　２　あり

常勤医師配置

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

栄養士配置（注４） １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

リハビリテーション加算 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

食事提供体制

定員超過

栄養士配置（注４）

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５）

　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり



� � � � �����������	 
�	 ���� ����

別紙１ その４

注４   栄養士配置は旧法施設において加算として算定しないので、当該項目は原則「１なし」を設定する。
　　　 ただし、療養食加算の要件を満たす事業所においては、当該項目を「２～４」で設定する。

注５　 福祉専門職員配置等加算は旧法施設において加算として算定しないので、当該項目は「１なし」を必ず設定する。

自活訓練加算（Ⅱ） 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

定員超過 　１　なし　　２　あり

食事提供体制 　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

福祉専門職員配置等（注５）

保障単位数

食事提供体制

栄養管理体制

食事提供体制

自活訓練加算（Ⅱ）

重度重複障害者加算

重度重複障害者加算

特別対策激変緩和加算対象

保障単位数

栄養士配置（注４）

定員超過

福祉専門職員配置等（注５）

注３　「保障単位数(助成算定基準単位数）」欄には、特別対策激変漢和加算の算定シート⑦(旧法施設相互利用あり）に該当する場合について、
　　　当該算定シート⑦の「当該施設の助成算定基準単位数」（⑱欄）の値を記入すること。※算定シート⑧（旧法施設相互利用なし）に該当する場合は記入
      不要

保障単位数

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

保障単位数 （　　　　　　　　）単位

　１　なし　　２　あり

注１　「地域区分」欄には、①特別区、②特甲地、③甲地、④乙地、⑤丙地のいずれか該当する区分を記載してください。

注２　「特別対策激変緩和加算対象」欄が「２あり」の場合は、市町村への給付費請求時に添付した「激変緩和加算に係る利用実績記録票」
　　　（算定シート⑦又は⑧、直近のもの）の写しを添付すること。

栄養管理体制

１　20 人
２　21 人以上40 人以下
３　41 人以上60 人以下
４　61 人以上

自活訓練加算（Ⅰ）

１　20 人
２　21 人以上40 人以下
３　41 人以上60 人以下
４　61 人以上

１　40人以下
２　41 人以上60 人以下
３　61 人以上90 人以下
４　91 人以上

旧知的障害者通勤寮支援

特別対策激変緩和加算対象 　１　なし　　２　あり

定員超過

（　　　　　　　　）単位

旧知的障害者授産施設支援（入所）

旧知的障害者授産施設支援（通所）

旧知的障害者更生施設支援（通所）

定員超過

提供サービス 定員数 定員規模 その他該当する体制等

１　10 人
２　11 人以上20 人以下
３　30 人以上40 人以下
４　41 人以上60 人以下
５　61 人以上90 人以下
６　91 人以上

　１　なし　　２　あり

定員超過

　１　なし　　２　あり

旧知的障害者更生施設支援（入所）

　１　なし　　２　あり

重度重複障害者加算

　１　なし　　２　あり

福祉専門職員配置等（注５） 　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

栄養士配置（注４） １なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

適用開始日

福祉専門職員配置等（注５）

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

１なし ２その他栄養士 ３常勤栄養士 ４常勤管理栄養士

　１　なし　　２　あり

　１　なし　　２　あり

（　　　　　　　　）単位

重度重複障害者加算 　１　なし　　２　あり

特別対策激変緩和加算対象

　１　なし　　２　あり

1特別区　２特甲地　３甲地　４乙地　５丙地

注　　 網掛けは、報酬改定により新たに追加された項目です。

　１　なし　　２　あり

各サービス共通 地域区分

（　　　　　　　　）単位保障単位数

特別対策激変緩和加算対象

自活訓練加算（Ⅰ） 　１　なし　　２　あり

強度行動障害者特別支援加算
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別
紙
２
－
２

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

＊

単
位
(  :  ～

  :  )定
員

勤
務
形
態

氏
名

第
１
週

第
２
週

該
当
す
る
体
制
等

従
業
者
の
勤
務
の
体
制
及
び
勤
務
形
態
一
覧
表

基
準
上
の
必
要
職
員
数

前
年
度
の
平
均
実
利
用
者
数

サ
ー
ビ
ス
種
類

児
童
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
・
施
設
名

定
員
（
施
設
）

4週
の
合
計

第
４
週

注
３
　
「
人
員
配
置
区
分
」
欄
は
、
報
酬
算
定
上
の
区
分
を
記
載
し
、
「
該
当
す
る
体
制
等
」
欄
は
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
に
掲
げ
る
体
制
加
算
等
の

　
　
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
こ
の
際
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
の
記
載
内
容
と
同
様
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

合
計

注
２
　
＊
欄
は
、
当
該
月
の
曜
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

第
３
週

注
６
　
各
事
業
所
・
施
設
に
お
い
て
使
用
し
て
い
る
勤
務
割
表
等
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
変
更
後
の
予
定
勤
務
割
表
等
）
に
よ
り
、
届
出
の
対
象
と
な
る
従
業
者
の
職
種
、
勤
務
形
態
、
氏
名
、
当
該

　
　
業
務
の
勤
務
時
間
及
び
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
配
置
状
況
（
関
係
す
る
場
合
）
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
書
類
を
も
っ
て
添
付
書
類
と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

注
１
　
本
表
は
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
サ
ー
ビ
ス
に
単
位
が
あ
る
場
合
に
は
単
位
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

人
員
配
置
区
分

注
５
　
当
該
事
業
所
・
施
設
に
係
る
組
織
体
制
図
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

職
種

注
４
　
「
職
種
」
欄
は
、
直
接
サ
ー
ビ
ス
提
供
職
員
に
係
る
職
種
を
記
載
し
、
「
勤
務
形
態
」
欄
は
、
①
常
勤
・
専
従
、
②
常
勤
・
兼
務
、
③
非
常
勤
・
専
従
、
④
非
常
勤
・
兼
務
の
い
ず
れ
か
を
記
載

　
　
す
る
と
と
も
に
、
勤
務
し
た
日
に
「
○
」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
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三
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別
紙
２
－
２
そ
の
１

従
業
者

従
業
者

従
業
者

従
業
者
ののの の
勤
務

勤
務
勤
務

勤
務
ののの の
体
制
及

体
制
及

体
制
及

体
制
及
びびび び
勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表
　　　 　
総
括
表

総
括
表

総
括
表

総
括
表

サ
ー
ビ
ス
種
類

事
業
所
・
施
設
名

サ
ー
ビ
ス
提
供
単
位
名
（
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
単
位
を
設
定
す
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

定
員

前
年
度
の
平
均
実
利
用
者
数

基
準
上
の
必
要
職
員
数

人
員
配
置
区
分

該
当
す
る
体
制
等

職
種

勤
務
形
態

氏
名

第
１
週

第
２
週

第
３
週

第
４
週

4週
の

合
計

9
10

11
12

13
14

週
平
均

の
勤
務

時
間

常
勤

換
算

後
の

人
数

1
2

3
4

5
6

7
8

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

合
計

1週
間
に
当
該
事
業
所
・
施
設
に
お
け
る
常
勤
職
員
の
勤
務
す
べ
き
時
間
数

サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間

注
１
　
本
表
は
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

注
２
　
＊
欄
は
、
当
該
月
の
曜
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

注
３
　
「
人
員
配
置
区
分
」
欄
は
、
報
酬
算
定
上
の
区
分
を
記
載
し
、
「
該
当
す
る
体
制
等
」
欄
は
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
に
掲
げ
る
体
制
加
算
等
の

　
　
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
こ
の
際
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
の
記
載
内
容
と
同
様
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

注
４
　
「
職
種
」
欄
は
、
直
接
サ
ー
ビ
ス
提
供
職
員
に
係
る
職
種
を
記
載
し
、
「
勤
務
形
態
」
欄
は
、
①
常
勤
・
専
従
、
②
常
勤
・
兼
務
、
③
非
常
勤
・
専
従
、
④
非
常
勤
・
兼
務
の
い
ず
れ
か
を
記
載

　
　
す
る
と
と
も
に
、
加
算
等
に
係
る
職
員
の
加
配
を
区
分
し
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
1日
あ
た
り
の
勤
務
時
間
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

注
５
　
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
小
数
点
以
下
第
２
位
を
切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

注
６
　
当
該
事
業
所
・
施
設
に
係
る
組
織
体
制
図
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

注
７
　
各
事
業
所
・
施
設
に
お
い
て
私
用
し
て
い
る
勤
務
割
表
等
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
変
更
後
の
予
定
勤
務
割
表
等
）
に
よ
り
、
届
出
の
対
象
と
な
る
従
業
者
の
職
種
、
勤
務
形
態
、
氏
名
、
当
該

　
　
業
務
の
勤
務
時
間
及
び
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
配
置
状
況
（
関
係
す
る
場
合
）
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
書
類
を
も
っ
て
添
付
書
類
と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。



� � � � �����������	 
�	 ���� ��� ��

別
紙
２
－
２
そ
の
２

従
業
者

従
業
者

従
業
者

従
業
者
ののの の
勤
務

勤
務
勤
務

勤
務
ののの の
体
制
及

体
制
及

体
制
及

体
制
及
びびび び
勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表
（（（ （
障
害
者
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設
・・・ ・
日
中
分

日
中
分

日
中
分

日
中
分
））） ）

サ
ー
ビ
ス
種
類

事
業
所
・
施
設
名

サ
ー
ビ
ス
提
供
単
位
名
（
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
単
位
を
設
定
す
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

定
員

前
年
度
の
平
均
実
利
用
者
数

基
準
上
の
必
要
職
員
数

人
員
配
置
区
分

該
当
す
る
体
制
等

職
種

勤
務
形
態

氏
名

第
１
週

第
２
週

第
３
週

第
４
週

4週
の

合
計

9
10

11
12

13
14

週
平
均

の
勤
務

時
間

常
勤

換
算

後
の

人
数

1
2

3
4

5
6

7
8

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

合
計

1週
間
に
当
該
事
業
所
・
施
設
に
お
け
る
常
勤
職
員
の
勤
務
す
べ
き
時
間
数

サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間

注
１
　
本
表
は
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

注
２
　
＊
欄
は
、
当
該
月
の
曜
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

注
３
　
「
人
員
配
置
区
分
」
欄
は
、
報
酬
算
定
上
の
区
分
を
記
載
し
、
「
該
当
す
る
体
制
等
」
欄
は
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
に
掲
げ
る
体
制
加
算
等
の

　
　
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
こ
の
際
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
の
記
載
内
容
と
同
様
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

注
４
　
「
職
種
」
欄
は
、
直
接
サ
ー
ビ
ス
提
供
職
員
に
係
る
職
種
を
記
載
し
、
「
勤
務
形
態
」
欄
は
、
①
常
勤
・
専
従
、
②
常
勤
・
兼
務
、
③
非
常
勤
・
専
従
、
④
非
常
勤
・
兼
務
の
い
ず
れ
か
を
記
載

　
　
す
る
と
と
も
に
、
加
算
等
に
係
る
職
員
の
加
配
を
区
分
し
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
1日
あ
た
り
の
勤
務
時
間
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

注
５
　
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
小
数
点
以
下
第
２
位
を
切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

注
６
　
当
該
事
業
所
・
施
設
に
係
る
組
織
体
制
図
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

注
７
　
各
事
業
所
・
施
設
に
お
い
て
私
用
し
て
い
る
勤
務
割
表
等
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
変
更
後
の
予
定
勤
務
割
表
等
）
に
よ
り
、
届
出
の
対
象
と
な
る
従
業
者
の
職
種
、
勤
務
形
態
、
氏
名
、
当
該

　
　
業
務
の
勤
務
時
間
及
び
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
配
置
状
況
（
関
係
す
る
場
合
）
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
書
類
を
も
っ
て
添
付
書
類
と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。



� � � � �����������	 
�	 ���� �����

別
紙
２
－
２
そ
の
３

従
業
者

従
業
者

従
業
者

従
業
者
ののの の
勤
務

勤
務
勤
務

勤
務
ののの の
体
制
及

体
制
及

体
制
及

体
制
及
びびび び
勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表

勤
務
形
態
一
覧
表
（（（ （
障
害
者
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設

障
害
者
支
援
施
設
・・・ ・
夜
間
分

夜
間
分

夜
間
分

夜
間
分
））） ）

サ
ー
ビ
ス
種
類

事
業
所
・
施
設
名

サ
ー
ビ
ス
提
供
単
位
名
（
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
単
位
を
設
定
す
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

定
員

前
年
度
の
平
均
実
利
用
者
数

基
準
上
の
必
要
職
員
数

人
員
配
置
区
分

該
当
す
る
体
制
等

職
種

勤
務
形
態

氏
名

第
１
週

第
２
週

第
３
週

第
４
週

4週
の

合
計

9
10

11
12

13
14

週
平
均

の
勤
務

時
間

常
勤

換
算

後
の

人
数

1
2

3
4

5
6

7
8

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

土
日

月
火

水
木

金
土

日
月

火
水

木
金

合
計

1週
間
に
当
該
事
業
所
・
施
設
に
お
け
る
常
勤
職
員
の
勤
務
す
べ
き
時
間
数

サ
ー
ビ
ス
提
供
時
間

注
５
　
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
小
数
点
以
下
第
２
位
を
切
り
捨
て
て
く
だ
さ
い
。

注
６
　
当
該
事
業
所
・
施
設
に
係
る
組
織
体
制
図
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

注
７
　
各
事
業
所
・
施
設
に
お
い
て
私
用
し
て
い
る
勤
務
割
表
等
（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
変
更
後
の
予
定
勤
務
割
表
等
）
に
よ
り
、
届
出
の
対
象
と
な
る
従
業
者
の
職
種
、
勤
務
形
態
、
氏
名
、
当
該

　
　
業
務
の
勤
務
時
間
及
び
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
配
置
状
況
（
関
係
す
る
場
合
）
が
確
認
で
き
る
場
合
は
そ
の
書
類
を
も
っ
て
添
付
書
類
と
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

注
１
　
本
表
は
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

注
２
　
＊
欄
は
、
当
該
月
の
曜
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

注
３
　
「
人
員
配
置
区
分
」
欄
は
、
報
酬
算
定
上
の
区
分
を
記
載
し
、
「
該
当
す
る
体
制
等
」
欄
は
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
に
掲
げ
る
体
制
加
算
等
の

　
　
内
容
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
（
こ
の
際
、
（
別
紙
１
）
「
介
護
給
付
費
等
の
算
定
に
係
る
体
制
等
状
況
一
覧
表
」
の
記
載
内
容
と
同
様
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

注
４
　
「
職
種
」
欄
は
、
直
接
サ
ー
ビ
ス
提
供
職
員
に
係
る
職
種
を
記
載
し
、
「
勤
務
形
態
」
欄
は
、
①
常
勤
・
専
従
、
②
常
勤
・
兼
務
、
③
非
常
勤
・
専
従
、
④
非
常
勤
・
兼
務
の
い
ず
れ
か
を
記
載

　
　
す
る
と
と
も
に
、
加
算
等
に
係
る
職
員
の
加
配
を
区
分
し
た
上
、
そ
れ
ぞ
れ
1日
あ
た
り
の
勤
務
時
間
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。



様
式
第
一
号
別
紙
三
か
ら
別
紙
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
一
号
別
紙
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
一
号
別
紙
六
を
様
式
第
一
号
別
紙
六
そ
の
一
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る

。
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様
式
第
一
号
別
紙
七
及
び
別
紙
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
一
号
別
紙
十
一
及
び
別
紙
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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電 話 番 号
Ｆ ＡＸ番号

事 業 所 の 所 在 地

連絡先 担当者名
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　〔　体　制　要　件　〕

①

②　居宅介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。

④　居宅介護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。

⑤　緊急時等における対応方法を利用者に明示している。

⑥　新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行
　による研修を実施している。

　〔　人　材　要　件　〕　
①居宅介護従業者に関する要件について

(1)

(2)

(3)

(４)

②サービス提供責任者に関する要件について

常勤

非常勤

　〔 重 度 障 害 者 対 応 要 件 〕

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。
　　２　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

　  ３　それぞれの要件について根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も提出してください。

　前年度又は前３月の期間における利用者（障害児を除く）の総数のうち、障害程度区分５以上
である者の占める割合が３０％以上 有 ・ 無

　　　及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
　　　通知」）第二の２の（３）に定義する「常勤」をいう。

職員数 常勤換算職員数

サービス提供責任者
人

人 人

有・無

　すべてのサービス提供責任者が３年以上の介護等の実務経験を有する介護福祉士又は５年以上
の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者である 有 ・ 無

月延べサービス提供時間 時間 居宅介護従業者の数 人

前年度又は前３月の期間におけるサービス提供時間のうち、
常勤の居宅介護従業者によるサービス提供の総時間数 時間 (1)に占める(4)の割合

が４０％以上

有・無

（1）のうち介護福祉士、介護職員基礎研
修課程修了者及び１級課程修了者の総数 人 (1)に占める(3)の割合

が５０％以上 有・無

（1）のうち介護福祉士の総数 人 (1)に占める(2)の割合
が３０％以上

常勤換算
職員数

サービス
提供時間

居宅介護従業者の総数 人 時間

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

下表の（1）については必ず記載すること。（2）･（3）・(4)についてはいずれかを記載する
ことで可。

有 ・ 無

③ サービス提供責任者と居宅介護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備している。 有 ・ 無

届 出 項 目 　①　特定事業所加算(Ⅰ)　　②　特定事業所加算(Ⅱ)　　③　特定事業所加算(Ⅲ)

個別の居宅介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は
実施することが予定されている。

有 ・ 無

　　　　年 　　月 　　日

特定事業所加算に係る届出書（居宅介護事業所）

事 業 所 名 異動区分 　①　新規　　②　変更　　③　終了
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　〔　体　制　要　件　〕

①

　

②　重度訪問介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。又は、
　サービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して、個別に技術指導等を目的とした
　研修を必要に応じて行っている。

③　サービス提供責任者が重度訪問介護従業者に対して、毎月定期的に利用者に関する
　情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達している。（変更があった場合を含
　む。）

④　重度訪問介護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。

⑤　緊急時等における対応方法を利用者に明示している。

⑥　新規に採用したすべての重度訪問介護従業者に対し、熟練した重度訪問介護従業者
　の同行による研修を実施している。

⑦　重度訪問介護従業者の24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービ
　ス提供している。

　〔　人　材　要　件　〕　
①重度訪問介護従業者に関する要件について

(1)

(2)

(3)

(４)

②サービス提供責任者に関する要件について
　下表については、必ず記載すること。ア又はイについては、いずれかを記載すること
　で可。

　〔 重 度 障 害 者 対 応 要 件 〕

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。
　　２　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

　　　通知」）第二の２の（３）に定義する「常勤」をいう。
　  ３　それぞれの要件について根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も提出してください。

　前年度又は前３月の期間における利用者の総数のうち、障害程度区分５以上である者の
占める割合が５０％以上 有 ・ 無

（３）非常勤 人 人

　　　及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

職員数 常勤換算職員
数

（１）総数 人 人
サービス
提供責任者 （２）常勤 人

有・無

ア　すべてのサービス提供責任者が３年以上の介護等の実務経験を有する介護福祉士又
　は５年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者
　である

有 ・ 無

イ　平成24年３月31日までの間は、サービス提供責任者の総数のうち、3,000時間以上
　の重度訪問介護の実務経験を有するサービス提供責任者の占める割合が５０％以上 有 ・ 無

前年度又は前３月の期間におけるサービス提供時間のうち、
常勤の重度訪問介護従業者によるサービス提供の総時間数 時間 (1)に占める(4)の割合

が４０％以上

有・無

（1）のうち介護福祉士、介護職員基礎研
修課程修了者及び１級課程修了者の総数 人 (1)に占める(3)の割合

が５０％以上 有・無

（1）のうち介護福祉士の総数 人 (1)に占める(2)の割合
が３０％以上

サービス
提供時間

重度訪問介護従業者の総数 人 時間

　　 　　年 　　月 　　日

特定事業所加算に係る届出書（重度訪問介護事業所）

事 業 所 名 異動区分 　①　新規　　②　変更　　③　終了

届 出 項 目 　①　特定事業所加算(Ⅰ)　　②　特定事業所加算(Ⅱ)　　③　特定事業所加算(Ⅲ)

有 ・ 無　個別の重度訪問介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実
施している又は実施することが予定されている。

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

月延べサービス提供時間 時間 重度訪問介護従業者の数 人

下表の（1）については必ず記載すること。（2）･（3）・(4)についてはいずれかを
記載することで可。

常勤換算
職員数
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　〔　体　制　要　件　〕

①

②　行動援護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。

③

④　行動援護従業者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。

⑤　緊急時等における対応方法を利用者に明示している。

⑥　新規に採用したすべての行動援護介護従業者に対し、熟練した行動援護従業者の同
　行による研修を実施している。

　〔　人　材　要　件　〕　
①行動援護従業者に関する要件について

(1)

(2)

(3)

(４)

②サービス提供責任者に関する要件について

常勤

非常勤

　〔 重 度 障 害 者 対 応 要 件 〕

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。
　　２　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

　  ３　それぞれの要件について根拠となる（要件を満たすことがわかる）書類も提出してください。

　前年度又は前３月の期間における利用者（障害児を除く）の総数のうち、障害程度区分
５以上である者の占める割合が３０％以上 有 ・ 無

　　　及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
　　　通知」）第二の２の（３）に定義する「常勤」をいう。

職員数 常勤換算職員数

サービス提供責任者
人

人 人

月延べサービス提供時間 時間 行動援護従業者の数 人

有・無

　すべてのサービス提供責任者が３年以上の介護等の実務経験を有する介護福祉士又は５
年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者若しくは１級課程修了者である 有 ・ 無

前年度又は前３月の期間におけるサービス提供時間のうち、
常勤の行動援護従業者によるサービス提供の総時間数 時間

時間

(1)に占める(4)の割合
が４０％以上

有・無

（1）のうち介護福祉士、介護職員基礎研
修課程修了者及び１級課程修了者の総数 人 (1)に占める(3)の割合

が５０％以上 有・無

（1）のうち介護福祉士の総数 人

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

(1)に占める(2)の割合
が３０％以上

　下表の（1）については必ず記載すること。（2）･（3）・(4)についてはいずれかを記
載することで可。

常勤換算
職員数

サービス
提供時間

行動援護従業者の総数 人

　いる又は実施することが予定されている。

有 ・ 無

有 ・ 無サービス提供責任者と行動援護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備してい
　る。

　　　　年 　　月 　　日

特定事業所加算に係る届出書（行動援護事業所）

事 業 所 名 異動区分 　①　新規　　②　変更　　③　終了

届 出 項 目 　①　特定事業所加算(Ⅰ)　　②　特定事業所加算(Ⅱ)　　③　特定事業所加算(Ⅲ)

有 ・ 無個別の行動援護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施して
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備考１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。
　　２　「申請する加算区分」には、該当する番号（Ⅰ～Ⅲ）に○を付してください。
　　３　「人員配置の状況」の非常勤には常勤換算方法による職員数を記載してください。
　　４　「人員体制」には、該当する人員体制に○を付してください。
　  ５　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
　　　設備及び運営に関する基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健
　　　福祉部長通知」）第二の２の（３）に定義する「常勤」をいう。
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　１　事業所・施設の名称

２　異動区分

３　届出項目

① 生活支援員等の総数（常勤） 人

② ①のうち社会福祉士等の総数（常勤） 人 ①に占める②の割合が
２５％以上

① 生活支援員等の総数（常勤換算） 人

② ①のうち常勤の者の数 人 ①に占める②の割合が
７５％以上

① 生活支援員等の総数（常勤） 人

② ①のうち勤続年数３年以上の者の数 人 ①に占める②の割合が
３０％以上

　　　のことをいう。
　　４　加算（Ⅰ）にあっては、「社会福祉士等の状況」、加算（Ⅱ）にあっては、「常勤職員の状況、勤続年数の状況」
　　　にそれぞれ対応しているので、「有・無」欄に算定できる場合は「有」に、算定できない場合は「無」に○を付して

　　３　ここでいう生活支援員等とは、
　　　○療養介護・生活介護・自立訓練（機能訓練）にあっては、生活支援員
　　　○児童デイサービス事業所にあっては、加算（Ⅰ）においては、指導員、加算（Ⅱ）においては、指導員又は保育士
　　　○共同生活介護にあっては、世話人又は生活支援員

福祉専門職員配置等加算に関する届出書

　１　新規　　　　　　２　変更　　　　　　３　終了

　　　下さい。

　　　○自立訓練（生活訓練）にあっては、生活支援員又は地域移行支援員
　　　○就労移行支援にあっては、職業指導員、生活支援員又は就労支援員
　　　○就労継続支援Ａ型・Ｂ型にあっては、職業指導員又は生活支援員
　　　○共同生活援助にあっては、世話人

　　２　ここでいう常勤とは、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

　１　福祉専門職員配置等加算(Ⅰ）　２　福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

　　　基準について（平成１８年１２月６日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知」）第二の２の（３）に定義す
　　　る「常勤」をいう。

有・無

有・無

備考１　「異動区分」、「届出項目」欄については、該当する番号に○を付してください。

　４　社会福祉士等の状況

　５　常勤職員の状況

　６　勤続年数の状況
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備考１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。

　　２　「看護職員配置の状況」には、当該施設における看護職員総数（実数）と施設入所支援を

提供する時間における看護体制を記載してください。

　　３　看護職員の総数については、常勤換算
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FAX

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

3

4

5

6

7

8

9

20

2

22

23

24

25

26

27

28

29

30

注１　「異動区分」欄については、該当する番号に○を付してください。
注２　新設の場合には、「前年度の平均利用者数」欄には推定数を記載してください。
注３　「加算算定上の必要人数」欄には、記載しないでください。
注４　「通勤者生活支援に係る体制」欄には、通常の事業所に雇用されている者を記載してください。、
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様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第９号 (第８条関係)
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様
式
第
十
五
号
中

｢第
58条
第
１
項
｣

を

｢第
53条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
六
号
中

｢

を

｣

｢

に
改

｣

め
る
。

様
式
第
十
八
号
中

｢第
58条
第
１
項
｣

を

｢第
53条
第
１
項
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

永

次

廣

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
七
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第

二
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
ル
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヲ

退
職
手
当
の
支
給
制
限
等
の
処
分
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定

し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
九
日

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長

永

次

廣

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
号

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
福
岡
県
人
事
委

員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
二
条
第
三
項
第
二
号
、｣

及
び

｢

、
第
十
条
第
四
項｣

を
削
り
、

｢

、
第
十
二
条
の

二
第
十
一
項
、
第
十
二
条
の
三
第
三
項
並
び
に
第
十
四
条｣

を

｢

並
び
に
第
二
十
条｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
七
を
削
る
。

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

意
見
の
聴
取)

第
二
十
五
条

条
例
第
十
四
条
第
四
項
、
第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
六
条
第
三
項
及
び
第
十
七
条
第
八

項
の
規
定
に
よ
り
福
岡
県
行
政
手
続
条
例

(

平
成
八
年
福
岡
県
条
例
第
一
号)

第
三
章
第
二
節
の
規

定
を
準
用
し
て
行
う
条
例
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
十
五
条
第
四
項

(

条
例
第
十
六
条
第
二
項
及
び

第
十
七
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
の
手
続
に
つ
い

て
は
、
福
岡
県
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

平
成
八
年
福
岡
県
規
則
第

二
号)

第
二
章
の
規
定
を
準
用
す
る
。

(

退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
書
の
様
式)

第
二
十
六
条

条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

及
び
条
例
第
十
四
条
第
一
項

(

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。)

の
規
定
に

よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は

、
退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
書

(

様
式
第
二
十
一
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
十
四
条
第
一
項

(

同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。)

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
処
分
に
係
る
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、

退
職
手
当
支
給
制
限
処
分
書

(

様
式
第
二
十
二
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書
の
様
式)

� � � � �����������	 
�	 ��

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

有
効
期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

支
給
要
件
の
確
認
方
法

次
回
更
新
時
の
診
断
書
要
否



第
二
十
七
条

条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書

(

様
式
第
二
十
三
号

)
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
十
三
条
第
二
項

(

同
項
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係

る
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
支

払
差
止
処
分
書

(
様
式
第
二
十
四
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

条
例
第
十
三
条
第
二
項

(
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。)

の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係

る
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
支

払
差
止
処
分
書

(

様
式
第
二
十
五
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
支
払
差
止
処
分
書

(

様
式
第
二
十
六
号)

に
よ
つ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

退
職
手
当
返
納
命
令
書
の
様
式)

第
二
十
八
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項

(

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。)

の

規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
退
職
手
当
返
納
命
令
書

(

様
式
第
二
十
七
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
十
五
条
第
一
項

(

同
項
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
る
。)
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係

る
同
条
第
六
項
又
は
条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
返
納
命
令
書

(
様
式
第
二
十
八

号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
る
べ
き
行
為
を
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
旨
の

通
知
書
の
様
式)

第
二
十
九
条

条
例
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
二
十
九
号
に
よ
つ
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

退
職
手
当
相
当
額
納
付
命
令
書
の
様
式)

第
三
十
条

条
例
第
十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
相
当
額
納
付
命
令

書

(

様
式
第
三
十
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
十
七
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
退
職
手
当
相
当
額
納
付
命
令
書

(

様
式
第
三
十

一
号)

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
二
号
の

(

表)

中

｢⑭
退
職
時
に
支
給
さ
れ
た
退
職
手
当
｣

を

｢⑭
退
職
時
に
支
払
わ
れ
た

一
般
の
退
職
手
当
等
の
額
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
号
の

(

裏)

所
属
長
の
記
載
心
得
２
中

｢⑭
欄
に
は
､
退
職
し
た
職
員
の
退
職
時
支
給
し

た
一
般
の
退
職
手
当
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
｡
な
お
､
説
明
欄
に
は
､
予
告
を
受
け
な
い
退
職
者
の
退

職
手
当
を
支
給
し
た
場
合
に
は
そ
の
額
を
､
一
般
の
退
職
手
当
を
支
給
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
そ
の
理

由
を
記
載
す
る
こ
と
｡
｣

を

｢⑭
欄
に
は
､
退
職
し
た
職
員
の
退
職
時
に
支
払
つ
た
一
般
の
退
職
手
当

等
の
額
を
記
載
す
る
こ
と
｡
な
お
､
説
明
欄
に
は
､
一
般
の
退
職
手
当
等
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
し

な
い
こ
と
と
す
る
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
｡
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
号

(

別
紙)

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � �����������	 
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様式第２号 (別紙)

⑯退職事由
【退職事由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記入してください。】

所属長 退職者
退 職 の 事 由

記載欄 記載欄

□ １ 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ず
ることによるもの

２ 定年、任用期間満了等によるもの
□ (1) 定年による退職（定年 歳）
□ (2) 任用期間満了による退職

３ 所属長からの働きかけによるもの
□ (1) 懲戒免職等処分
□ (2) 地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第16条第１号に該当す

る場合に限る。）又はこれに準ずる退職
□ (3) 地方公務員法第28条第４項の規定による失職（同法第16条第１号に該当す

る場合を除く。）又はこれに準ずる退職
□ (4) 地方公務員法第28条第１項第２号の規定による免職又はこれに準ずる処分
□ (5) 地方公務員法第28条第１項第１号又は第３号の規定による免職若しくはこ

れに準ずる処分
□ (6) 退職勧奨

４ 職場における事情に起因する退職
□ (1) 勤務公署の移転により通勤困難となつたため
□ (2) 公務上の傷病による退職

□ ５ 職員の個人的な事情に起因する退職
□ (1) 勤務に耐えられない体調不良、けが等があつたため
□ (2) 妊娠、出産、育児等を行う必要があつたため
□ (3) 家庭の事情の急変（父母の扶養、親族の介護等）があつたため
□ (4) 配偶者等との別居生活が継続困難となつたため
□ (5) 転居により通勤困難となつたため（新住所： ）
□ (6) その他（具体的に ）

□ ６ その他（１～５のいずれにも該当しない場合）

具体的事情記載欄（所属長用）
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様式第21号 (第26条関係)

（表）

退職手当支給制限処分書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

第12条第１項
福岡県職員の退職手当に関する条例 の規定により、一般の退職手当等の全

第14条第１項

部又は一部を支給しないこととする処分として、下記の金額を支払わないこととする。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (2) を被告として（被告を代表する者は (3) ）提起する

ことができる（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

記

金 円

（処分前の一般の退職手当等の額）

円

（処分後に支払われる一般の退職手当等の額）

円



� � � � �����������	 
�	 ���� �����

（裏）

（退職をした者の氏名）

（採用年月日） 年 月 日 （勤続期間）

年 月

（退職年月日） 年 月 日

（退職時の所属名）

（退職時の職名） （退職時の給料月額） 円

（ 職 級 号給）

（支給制限処分の理由）

（福岡県職員の退職手当に関する条例第12条第１項で定める事情に関し勘案した内容につ

いての説明）

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には取消しの訴えの被告とすべき者を、

(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 勤続期間とは、福岡県職員の退職手当に関する条例第10条第１項に規定する勤続期

間をいう。

３ 不要の文字は、抹消すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第22号 (第26条関係)

（表）

退職手当支給制限処分書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

第14条第１項
福岡県職員の退職手当に関する条例 の規定により、一般の退職手当等の全

第14条第２項

部又は一部を支給しないこととする処分として、下記の金額を支払わないこととする。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (2) を被告として（被告を代表する者は (3) ）提起する

ことができる（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

記

金 円

（処分前の一般の退職手当等の額）

円

（処分後に支払われる一般の退職手当等の額）

円
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（裏）

（退職をした者の氏名）

（採用年月日） 年 月 日 （勤続期間）

年 月

（退職年月日） 年 月 日

（退職時の所属名）

（退職時の職名） （退職時の給料月額） 円

（ 職 級 号給）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由）

（福岡県職員の退職手当に関する条例第12条第１項で定める事情に関し勘案した内容につ

いての説明）

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には取消しの訴えの被告とすべき者を、

(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 勤続期間とは、福岡県職員の退職手当に関する条例第10条第１項に規定する勤続期

間をいう。

３ 不要の文字は、抹消すること。

４ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。



� � � � �����������	 
�	 ���� ��� ��

様式第23号 (第27条関係)

（表）

退職手当支払差止処分書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

福岡県職員の退職手当に関する条例第13条第１項の規定により、一般の退職手当等の額の支

払を差し止める。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分

の後の事情の変化を理由に、 (2) に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (3) を被告として（被告を代表する者は (4) ）提起する

ことができる（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

（退職をした者の氏名）

（採用年月日） 年 月 日 （勤続期間）

年 月

（退職年月日） 年 月 日



� � � � �����������	 
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（裏）

（退職時の所属名）

（退職時の職名） （退職時の給料月額） 円

（ 職 級 号給）

（支払差止処分の理由）

（支払差止処分の取消し）

この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の

退職手当等の額が支払われる。

１ この処分を受けた者について、この処分の理由となつた起訴に係る刑事事件につき

無罪の判決が確定した場合

２ この処分を受けた者について、この処分の理由となつた起訴に係る刑事事件につき、

判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合
こ

を除く。）

３ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手

当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたと認める場合

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には処分の取消しの申立てをすべき行政

庁を、(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を、(4)には取消しの訴えの被告とすべ

き者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 勤続期間とは、福岡県職員の退職手当に関する条例第10条第１項に規定する勤続期

間をいう。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。



� � � � �����������	 
�	 ���� ��� ��

様式第24号 (第27条関係)

（表）

退職手当支払差止処分書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

福岡県職員の退職手当に関する条例第13条第２項の規定により、一般の退職手当等の額の支

払を差し止める。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分

の後の事情の変化を理由に、 (2) に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (3) を被告として（被告を代表する者は (4) ）提起する

ことができる（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

（退職をした者の氏名）

（採用年月日） 年 月 日 （勤続期間）

年 月

（退職年月日） 年 月 日
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（裏）

（退職時の所属名）

（退職時の職名） （退職時の給料月額） 円

（ 職 級 号給）

（公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める理由）

（思料される犯罪に係る罰条： ）

（支払差止処分の取消し）

この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の

退職手当等の額が支払われる。ただし、３に該当する場合において、この処分を受けた者

がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他こ

れを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでな

い。

１ この処分を受けた者について、この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき

無罪の判決が確定した場合

２ この処分を受けた者について、この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき、

判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合
こ

を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、福岡県職員の退職手当

に関する条例第14条第１項の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した

日又はその公訴を提起しない処分があつた日から６か月を経過した場合

３ この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し起訴をされることなく、かつ、福岡県職員の退職手当に関する条例第14条第１項の

規定による処分を受けることなく、この処分を受けた日から１年を経過した場合

４ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手

当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたと認める場合

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には処分の取消しの申立てをすべき行政

庁を、(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を、(4)には取消しの訴えの被告とすべ

き者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 勤続期間とは、福岡県職員の退職手当に関する条例第10条第１項に規定する勤続期

間をいう。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第25号 (第27条関係)

（表）

退職手当支払差止処分書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

福岡県職員の退職手当に関する条例第13条第２項の規定により、一般の退職手当等の額の支

払を差し止める。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分

の後の事情の変化を理由に、 (2) に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (3) を被告として（被告を代表する者は (4) ）提起する

ことができる（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

（退職をした者の氏名）

（採用年月日） 年 月 日 （勤続期間）

年 月

（退職年月日） 年 月 日
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（裏）

（退職時の所属名）

（退職時の職名） （退職時の給料月額） 円

（ 職 級 号給）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由）

（支払差止処分の取消し）

この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の

退職手当等の額が支払われる。ただし、３に該当する場合において、この処分を受けた者

がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他こ

れを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでな

い。

１ この処分を受けた者について、この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき

無罪の判決が確定した場合

２ この処分を受けた者について、この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき、

判決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合
こ

を除く。）又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、福岡県職員の退職手当

に関する条例第14条第１項の規定による処分を受けることなく、その判決が確定した

日又はその公訴を提起しない処分があつた日から６か月を経過した場合

３ この処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関

し起訴をされることなく、かつ、福岡県職員の退職手当に関する条例第14条第１項の

規定による処分を受けることなく、この処分を受けた日から１年を経過した場合

４ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手

当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたと認める場合

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には処分の取消しの申立てをすべき行政

庁を、(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を、(4)には取消しの訴えの被告とすべ

き者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 勤続期間とは、福岡県職員の退職手当に関する条例第10条第１項に規定する勤続期

間をいう。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第26号 (第27条関係)

（表）

退職手当支払差止処分書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

福岡県職員の退職手当に関する条例第13条第３項の規定により、一般の退職手当等の額の支

払を差し止める。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、この処分

の後の事情の変化を理由に、 (2) に対してこの処分の取消しを申し立てることができる。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (3) を被告として（被告を代表する者は (4) ）提起する

ことができる（なお、この処分書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

（退職をした者の氏名）

（採用年月日） 年 月 日 （勤続期間）

年 月

（退職年月日） 年 月 日
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（裏）

（退職時の所属名）

（退職時の職名） （退職時の給料月額） 円

（ 職 級 号給）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由）

（支払差止処分の取消し）

この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、差し止められている一般の

退職手当等の額が支払われる。

１ この処分を受けた者が福岡県職員の退職手当に関する条例第14条第２項の規定によ

る処分を受けることなくこの処分を受けた日から１年を経過した場合

２ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、この一般の退職手

当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたと認める場合

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には処分の取消しの申立てをすべき行政

庁を、(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を、(4)には取消しの訴えの被告とすべ

き者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 勤続期間とは、福岡県職員の退職手当に関する条例第10条第１項に規定する勤続期

間をいう。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第27号 (第28条関係)

（表）

退職手当返納命令書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

福岡県職員の退職手当に関する条例第15条第１項の規定により、既に支払われた一般の退職

手当等の額のうち下記の金額の返納を命ずる。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (2) を被告として（被告を代表する者は (3) ）提起する

ことができる（なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

記

金 円

（既に支払われた一般の退職手当等の額）

円

（福岡県職員の退職手当に関する条例第15条第１項の規定により控除される失業者退職手

当額）

円
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（裏）

（退職をした者の氏名）

（返納命令の理由）

（福岡県職員の退職手当に関する条例第12条第１項で定める事情のほか、この処分を受け

る者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明）

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には取消しの訴えの被告とすべき者を、

(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。



� � � � �����������	 
�	 ���� �����

様式第28号 (第28条関係)

（表）

退職手当返納命令書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

第15条第１項
福岡県職員の退職手当に関する条例 の規定により、既に支払われた一般の

第16条第１項

退職手当等の額のうち下記の金額の返納を命ずる。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (2) を被告として（被告を代表する者は (3) ）提起する

ことができる（なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

記

金 円

（既に支払われた一般の退職手当等の額）

円

第15条第１項
（福岡県職員の退職手当に関する条例 の規定により控除される失業者

第16条第１項
退職手当額）

円
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（裏）

（退職をした者の氏名）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めた理由）

（福岡県職員の退職手当に関する条例第12条第１項で定める事情のほか、この処分を受け

る者の生計の状況に関し勘案した内容についての説明）

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には取消しの訴えの被告とすべき者を、

(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第29号 (第29条関係)

（表）

福岡県職員の退職手当に関する条例第17条第１項に規定する懲戒免職等処分を

受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

下記の退職をした者に対しその退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、

その者がその一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に

懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由があるため、福岡県職

員の退職手当に関する条例第17条第１項の規定により通知する。

この通知をした機関は、この通知が到達した日の翌日から起算して６か月以内に限り、この

通知を受けた者に対し、下記の退職をした者が既に支払われた一般の退職手当等の額の算定の

基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認

められることを理由として、その一般の退職手当等の額（下記の退職をした者が失業手当受給

可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の

納付を命ずる処分を行うことができる。

記

（退職をした者の氏名）

（退職手当の受給者の氏名）
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（裏）

（既に支払われた一般の退職手当等の額）

円

（福岡県職員の退職手当に関する条例第17条第１項の規定により控除される失業者退職手

当額）

円

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第30号 (第30条関係)

（表）

退職手当相当額納付命令書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

第17条第１項
福岡県職員の退職手当に関する条例 第17条第２項 の規定により、退職手当の受給者に対

第17条第３項

し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち下記の金額の納付を命ずる。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (2) を被告として（被告を代表する者は (3) ）提起する

ことができる（なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

記

金 円

（既に支払われた一般の退職手当等の額）

円

第17条第１項
（福岡県職員の退職手当に関する条例 第17条第２項 の規定により控除される失業者退

第17条第３項
職手当額）

円
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（裏）

（退職をした者の氏名）

（退職手当の受給者の氏名）

（懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められる理由）

（福岡県職員の退職手当に関する条例第12条第１項及び第17条第６項で定める事情に関し

勘案した内容についての説明）

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には取消しの訴えの被告とすべき者を、

(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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様式第31号 (第30条関係)

（表）

退職手当相当額納付命令書

年 月 日

殿

（退職手当管理機関） 印

第17条第４項
福岡県職員の退職手当に関する条例 の規定により、退職手当の受給者に

第17条第５項

対し既に支払われた一般の退職手当等の額に相当する額のうち下記の金額の納付を命ずる。

なお、この処分についての不服申立ては、行政不服審査法及び地方自治法第206条の規定に

より、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に (1) に対してすることができ

る。

また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この命令書を受けた日の

翌日から起算して６か月以内に (2) を被告として（被告を代表する者は (3) ）提起する

ことができる（なお、この命令書を受けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、この

処分の日の翌日から起算して１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはでき

ない。）。ただし、この命令書を受けた日の翌日から起算して60日以内に不服申立てをした場

合には、この処分の取消しの訴えは、その不服申立てに対する裁決又は決定の送達を受けた日

の翌日から起算して６か月以内に提起することができる（なお、その裁決又は決定の送達を受

けた日の翌日から起算して６か月以内であつても、その裁決又は決定の日の翌日から起算して

１年を経過するとこの処分の取消しの訴えを提起することはできない。）。

記

金 円

（既に支払われた一般の退職手当等の額）

円

第17条第４項
（福岡県職員の退職手当に関する条例 の規定により控除される失業者退

第17条第５項
職手当額）

円
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（裏）

（退職をした者の氏名）

（退職手当の受給者の氏名）

（納付命令の理由）

（福岡県職員の退職手当に関する条例第12条第１項及び第17条第６項で定める事情に関し

勘案した内容についての説明）

備考１ (1)には不服申立てをすべき行政庁を、(2)には取消しの訴えの被告とすべき者を、

(3)には取消しの訴えの被告とすべき者を代表する者を、それぞれ記載すること。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 用紙の大きさは、日本工業規格 A４とすること。
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改
め
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。

� � � � �����������	 
�	 ���� �����


